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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年11月26日(2015.11.26)

【公開番号】特開2015-109472(P2015-109472A)
【公開日】平成27年6月11日(2015.6.11)
【年通号数】公開・登録公報2015-038
【出願番号】特願2015-19972(P2015-19972)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/739    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｔ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５８Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５５Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年10月7日(2015.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化シリコンを含む、第１主電極領域からなる基板と、
　前記基板の表面に積層された、炭化シリコンからなる第１導電型エピタキシャル層と、
　前記エピタキシャル層の表面層に互いに隔離して配置された第１導電型の第２主電極領
域と、
　前記第２主電極領域に挟まれた第２導電型ウェルコンタクト領域と、
　前記第２主電極領域及び前記第２導電型ウェルコンタクト領域に接して前記基板側に配
置された第２導電型ウェル領域と、
　前記第２主電極領域及び前記エピタキシャル層の表面露出部にゲート絶縁膜を介して配
置されたゲート電極と、
　前記第２主電極領域及び前記第２導電型ウェルコンタクト領域の表面に共通に接触して
配置されるとともに前記第２主電極領域の表面で前記ゲート絶縁膜と間隔を開けて配置さ
れた第２主電極と、
　前記基板の表面に対向する裏面に配置された第１主電極とを備えることを特徴とする半
導体装置。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜と第２主電極との間には、前記ゲート電極及び前記ゲート絶縁膜の一
部上方と側面とを覆う層間絶縁層が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の半
導体装置。
【請求項３】
　前記第１主電極領域は第１導電型を有しており、前記第１主電極領域はドレイン領域で
あり、前記第２主電極領域はソース領域であり、前記第１主電極はドレイン電極であり、
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前記第２主電極はソース電極であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１主電極領域は第２導電型を有しており、前記第１主電極領域はコレクタ領域で
あり、前記第２主電極領域はエミッタ領域であり、前記第１主電極はコレクタ電極であり
、前記第２主電極はエミッタ電極であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第２主電極領域及び前記第２導電型ウェル領域を挟むように配置された第２導電型
ウェルエクステンション領域をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項６】
　前記第２導電型ウェル領域が有する第２導電型不純物の濃度は、前記エピタキシャル層
の表面から前記基板に向かう深さ方向において、濃度ピーク位置が、前記第２導電型ウェ
ルエクステンション領域が有する前記第２導電型不純物の濃度における濃度ピーク位置よ
り深いことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記ゲート電極は、前記第２主電極領域及び前記エピタキシャル層の前記表面露出部に
挟まれた前記第２導電型ウェルエクステンション領域の表面にゲート絶縁膜を介して配置
されたことを特徴とする請求項５または６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２導電型ウェルコンタクト領域は、前記第２導電型ウェル領域及び前記第２導電
型ウェルエクステンション領域よりも第２導電型不純物の平均濃度が高いことを特徴とす
る請求項５～７のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第２導電型ウェル領域の濃度ピーク位置における第２導電型不純物の濃度は、前記
第２導電型ウェルエクステンション領域の濃度ピーク位置における第２導電型不純物の濃
度より高いことを特徴とする請求項５～８のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第２導電型ウェル領域の前記基板側表面は、前記第２導電型ウェルエクステンショ
ン領域の前記基板側表面よりも前記エピタキシャル層の表面からの深さが深いことを特徴
とする請求項５～９のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第２主電極領域と前記第２導電型ウェル領域が同一のマスクを用いてドーピングに
より形成されたことを特徴とする請求項５～１０のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第２導電型ウェル領域が有する前記第２導電型不純物の濃度は、前記第２導電型ウ
ェル領域の表面よりも深部で高く、かつ、前記第２導電型ウェルエクステンション領域が
有する前記第２導電型不純物の濃度は、前記第２導電型ウェルエクステンション領域の表
面よりも深部で高いことを特徴とする請求項５～１１のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項１３】
　前記第２導電型ウェル領域では、前記第２導電型ウェルエクステンション領域が有する
前記第２導電型不純物の濃度と前記第２導電型ウェル領域が有する前記第２導電型不純物
の濃度が合わさっていることを特徴とする請求項５～１２のいずれか１項に記載の半導体
装置。
【請求項１４】
　前記第２主電極領域が平面視で四角枠状の形状を有し、前記第２導電型ウェルコンタク
ト領域が前記第２主電極領域の前記四角枠内に囲まれて配置されていることを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　平面視で四角形状の前記第２主電極領域が互いに隔離して配置されており、前記第２主
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電極領域に挟まれて前記第２導電型ウェルコンタクト領域が配置されていることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記第２導電型ウェルエクステンション領域は、前記第２主電極領域よりは深く、前記
第２導電型ウェル領域に隣接する深さに形成されており、前記第２導電型ウェルエクステ
ンション領域の下部には、前記第２導電型ウェル領域を有していないことを特徴とする請
求項５に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によれば、炭化シリコンを含む、第１主電極
領域からなる基板と、前記基板の表面に積層された、炭化シリコンからなる第１導電型エ
ピタキシャル層と、前記エピタキシャル層の表面層に互いに隔離して配置された第１導電
型の第２主電極領域と、前記第２主電極領域に挟まれた第２導電型ウェルコンタクト領域
と、前記第２主電極領域及び前記第２導電型ウェルコンタクト領域に接して前記基板側に
配置された第２導電型ウェル領域と、前記第２主電極領域及び前記エピタキシャル層の表
面露出部にゲート絶縁膜を介して配置されたゲート電極と、前記第２主電極領域及び前記
第２導電型ウェルコンタクト領域の表面に共通に接触して配置されるとともに前記第２主
電極領域の表面で前記ゲート絶縁膜と間隔を開けて配置された第２主電極と、前記基板の
表面に対向する裏面に配置された第１主電極とを備えることを特徴とする半導体装置が提
供される。
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